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皆様おめでとうございます。皆様おめでとうございます。

　９月16日㈯古殿町民体育館（やぶさめアリーナ）において、令和５年度しあわ　９月16日㈯古殿町民体育館（やぶさめアリーナ）において、令和５年度しあわ
せ金婚夫婦表彰式を行いました。せ金婚夫婦表彰式を行いました。
　福島民報社より表彰、福島県老人クラブ連合会よりおしどり金メダルが贈られ　福島民報社より表彰、福島県老人クラブ連合会よりおしどり金メダルが贈られ
ました。ました。

令和5年度



赤い羽根共同募金　（10月 1日～ 3月 31日）赤い羽根共同募金　（10月 1日～ 3月 31日）
歳末たすけあい募金（12月 1日～ 12月 31日）歳末たすけあい募金（12月 1日～ 12月 31日）

２

 「赤い羽根　勇気と優しさ　助け愛」をスローガンに、今年も10月 「赤い羽根　勇気と優しさ　助け愛」をスローガンに、今年も10月
1日より赤い羽根共同募金運動が開始となりました。毎年赤い羽根共1日より赤い羽根共同募金運動が開始となりました。毎年赤い羽根共
同募金運動にたくさんのご協力をいただき、ありがとうございます。同募金運動にたくさんのご協力をいただき、ありがとうございます。
　赤い羽根共同募金は、地域の高齢者や障がいのある人、子どもたちなどに対する様々な地域　赤い羽根共同募金は、地域の高齢者や障がいのある人、子どもたちなどに対する様々な地域
福祉活動を支える「自分の町をよくするしくみ」です。共同募金の使いみち共同募金の助成福祉活動を支える「自分の町をよくするしくみ」です。共同募金の使いみち共同募金の助成
は、配食サービス事業など、地域福祉の推進のために行われる様々な事業が対象となっておは、配食サービス事業など、地域福祉の推進のために行われる様々な事業が対象となってお
り、地域福祉団体の育成という面でも大きな役割を果たしています。り、地域福祉団体の育成という面でも大きな役割を果たしています。
　12月1日からは、「歳末たすけあい運動」がスタートします。共同募金運動　12月1日からは、「歳末たすけあい運動」がスタートします。共同募金運動
の一環として地域住民やボランティア、民生委員等の関係機関・団体の協力のの一環として地域住民やボランティア、民生委員等の関係機関・団体の協力の
もと、地域のさまざまな福祉活動を実施します。もと、地域のさまざまな福祉活動を実施します。
　今後とも、これらの募金運動にご理解とご協力をお願いいたします。　今後とも、これらの募金運動にご理解とご協力をお願いいたします。

令和5年度　赤い羽根共同募金運動スローガン

赤い羽根 勇気と優しさ 助け愛赤い羽根 勇気と優しさ 助け愛赤い羽根 勇気と優しさ 助け愛赤い羽根 勇気と優しさ 助け愛

　10月17日(火)〝ビックパレットふくしま　10月17日(火)〝ビックパレットふくしま〟〟においてにおいて
奉仕団銀色有功章の受章式が行われました。奉仕団銀色有功章の受章式が行われました。

赤十字奉仕団銀色有功章受章赤十字奉仕団銀色有功章受章
おめでとうございます！おめでとうございます！

受章された　矢内　伸幸さん（下山上）と受章された　矢内　伸幸さん（下山上）と
古殿町赤十字奉仕団委員長　塩田　喜久子さん古殿町赤十字奉仕団委員長　塩田　喜久子さん



古殿小学校６年生を対象に福祉事業を行いました。高齢者との交流会ではでは老人クラブ会員様
にコツを伝授してもらいクロリティーに挑戦！！

クロリティーの後はグループに分かれ生徒たちから質問タイム。昔の話に興味深々。おじいちゃ
ん、おばあちゃんとの時間がとっても楽しかった！と笑顔が見られました。

認知症サポーター養成講座 質問タイム

３

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

　　　＆高齢者との交流会　　　＆高齢者との交流会



利用者の皆さんと一緒に歌ったり、踊ったり!!
楽しい時間をすごしました。

プアリリィ かしわ会

あのね

フルリーナこはるのひより

レクダンス

４

芸能ボランティア芸能ボランティア

デイサービス敬老会

※ご協力をいただきました団体のみなさん　ありがとうございました。



時間：9:30～11:30時間：9:30～11:30
場所：古殿町社会福祉協議会場所：古殿町社会福祉協議会

（古殿町松川字横川99-1）（古殿町松川字横川99-1）

ふるどのふるどの
オレンジカフェオレンジカフェ

2 0 2 3年度の実施日

11.2511.25 土土   12.25 12.25 月月

1.251.25 木 木  2.2 2.266 月月  3.25  3.25 月月

・当日体調不良の方は参加を控えていただくようお願いします。
・コロナウイルス感染状況により開催を中止する場合がございます。
・開催日は変更になる場合があります。

問い合わせ先

古殿町地域包括支援センター
TEL：53-4403　月～土：8:30～17:00

新型コロナウイルス感染対策として

認知症の方やその家族、地域の方など誰でも参加できる集いの場。
専門職もいますので病気や介護の相談もお受けします。
おいしいコーヒーとともにおしゃべりを楽しんで、ゆったりとした
時間をすごしませんか？

参加費

無料

５



歳体操で
筋力アップ！
老人会や地区
の集会などで
体験可能

筋筋力力アアッッププ

重りを使用した体
操で高齢者に必
要な筋力をつけ
ることができます。

週週11回回かからら 家家でで出出来来るる

人数３人以上で
イスと プレー
ヤーがあれば自宅
で出来ます。

問問いい合合わわせせ先先

古古殿殿町町地地域域包包括括支支援援セセンンタターー

TTEELL：：５５３３－－４４４４００３３  古古殿殿町町松松川川字字横横川川９９９９－－１１

初めはスタッフが
支援します！

週 回から月１
回まで自分たち
のペースで無理
なく実施可能。

※実際の様子

6
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　古殿町社会福祉協議会では、７０歳以上の一人暮らし高齢者・７０歳以上の　古殿町社会福祉協議会では、７０歳以上の一人暮らし高齢者・７０歳以上の
高齢者世帯を対象に、毎週木曜日にコスモス荘の厨房で調理したお弁当を配食高齢者世帯を対象に、毎週木曜日にコスモス荘の厨房で調理したお弁当を配食
ボランティアさんに協力して頂き、ご自宅にお届けしています。ボランティアさんに協力して頂き、ご自宅にお届けしています。
配食は栄養バランスのとれたお弁当を届けるだけではなく、同時に安否確認と配食は栄養バランスのとれたお弁当を届けるだけではなく、同時に安否確認と
して、対話による心身の状態確認と目視による健康状態などを確認しています。して、対話による心身の状態確認と目視による健康状態などを確認しています。

●弁当配達（運転手又は補助）●弁当配達（運転手又は補助）
　お弁当を配達するとき、配達車の運転をしてもらえる方、　お弁当を配達するとき、配達車の運転をしてもらえる方、
又はお弁当の配達をしてもらえる方を募集しています。又はお弁当の配達をしてもらえる方を募集しています。
配 達 日 / 毎週木曜日配 達 日 / 毎週木曜日
配達時間 / 16：00～17：00　の1時間程度配達時間 / 16：00～17：00　の1時間程度
※配食サービスは祝日を除く毎週木曜日におこなっています。※配食サービスは祝日を除く毎週木曜日におこなっています。
※配食ボランティアは、当番日を決めて交替で活動します。※配食ボランティアは、当番日を決めて交替で活動します。
※配達車は社協の車を利用します。※配達車は社協の車を利用します。
※年齢・性別を問わず、どなたでもできるボランティアです。※年齢・性別を問わず、どなたでもできるボランティアです。

　10月12日（木）石川町母畑レークサイドセンターにおいて、石川地方老人クラブ連合会　10月12日（木）石川町母畑レークサイドセンターにおいて、石川地方老人クラブ連合会
グランドゴルフ大会が開催されました。各町村から3チームずつの計15チームが参加し、グランドゴルフ大会が開催されました。各町村から3チームずつの計15チームが参加し、
古殿Ｃチームが見事3位に入賞しました。古殿Ｃチームが見事3位に入賞しました。

石川地方グランドゴルフ大会石川地方グランドゴルフ大会

配食ボランティアさん募集配食ボランティアさん募集
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古殿町社会福祉協議会
ホームページ
http://
furusyakyo.webcraw.jp/

社協の活動事業報告や町内の福祉活動の取り組みなど情報を発信していきます。

古殿町社会福祉協議会「コスモス荘」公式

フェイスブック 古殿町社会福祉協議会　検索➡
たくさんの「いいね 　」
お待ちしています。

くらしのあんしんをおてつだい

（　日　常　生　活　自　立　支　援　事　業　）
あんしんサポートあんしんサポート

利用対象者
認知症高齢者、知的・精神障がい者など判断能力が不十分でない方
＊この事業はご本人と契約を結んで利用していただく制度です。そのため、契約内容が理解
　できないほど判断能力が低下されている場合は、この事業を利用することが難しくなります。
　その場合、「成年後見制度」の利用など、ご本人にふさわしい援助につなぐ支援をします。

主なサービス内容
　　　　

〇福祉サービスに関する情報提供をします。
〇福祉サービスを利用または利用をやめるために必要な手続きをします。
〇福祉サービスの利用料を支払う手続きをします。
〇福祉サービスの苦情解決制度を利用する手続きを援助します。
　　　　　　　
　　　　

○銀行などに行って、日常生活に必要なお金の出し入れを支援します。
○医療費や公共料金、家賃などの支払い、口座引落しの手続きをします。
○日用品の代金を支払う手続きをします。
　　　　

○預金通帳や印鑑など大切な書類をお預かりし、貸金庫など安全な場所で
　保管します。
　例　　年金証書・保険証書・その他社会福祉協議会が適当と認めた書類等
　　　　　

利　用　料
○１時間あたり1,200円の利用料がかかります。（１時間を超えると30分ごとに
　450円が加算されます）
※この他、生活支援員の交通費がかかります。
○貸金庫を利用する場合、実費をいただきます。
○生活保護を受けている方は無料です。
○月1～2回のご利用が多いので、1ヶ月あたりが1,200円～2,400円程度の負担
　が平均的な月額利用料となっています。

福祉サービスの利用援助

日常的金銭管理サービス

書類等の預かりサービス

できないこと　施設等の入所契約、治療・入院に関する契約、介護、看護、買い物、掃除等

できないこと　　不動産や預貯金の資産運用等

お預かりできない物　貴金属、骨董品、有価証券、書画、宝石、現金等

ご相談・お問合わせは古殿町社会福祉協議会へ　☎ 53-4394

介護
サービス

介護
サービス

ホームヘルプ
サービス

１

２

３


